
令和８年度　指名停止状況

自 至 月数

1 カナデビア株式会社　中部支社 R8.5.8 R8.7.7 ２箇月

（不正又は不誠実な行為）

　令和４年度～令和８年度　可燃ごみ処理施設運転管理業務

（長期継続契約）において、不適切操作によりごみ焼却量の虚

偽報告を行っていた。また、その行為は、平成15年頃から事案

が発覚するまで、長期にわたり日常的に行われていた。

　このことは、組合管理者の属する市町村である可児市建設工

事請負契約に係る指名停止措置要領第２条（別表第２第８号）

に該当するため。

指名停止の期間
番号 指名停止業者名 指名停止の理由
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